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○ 子ども・子育て支援新制度の創設について

①施設型給付、地域型保育給付の創設
・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付を「施設型給付」に統一。
・小規模保育等への給付として「地域型保育給付」を創設。

②認定こども園制度の改善
・幼保連携型認定こども園の認可・指導監督、財政措置を一本化。
・学校及び児童福祉施設として法的に位置づけ。

③地域の子育て支援を充実化
・地域の実情に応じた子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童
クラブ、一時預かり事業など）を「地域子ども・子育て支援事業」として充実化。

④実施主体は市町村に
・市町村は地域のニーズに基づき、子育て支援の提供についての計画を策定し、給
付・事業を実施する。国・都道府県は実施主体である市町村を重層的に支える。

⑤新たな財源の確保、量の拡充や質の向上を図る
・幼児期の学校教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、消費税率の引
き上げにより確保する0.7兆円程度を含め、１兆円超程度の財源確保を目指す。
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※国資料を一部加工



【参考】給付の基本構造について

●給付は保護者に対する個人給付を基礎とするが、確実に学校教育・保育に要する費用に
充てるため、市町村から施設が法定代理受領する仕組みとする。

●給付（私立保育所の場合は委託費）は施設・事業を利用する子どもの居住地の市町村か
ら受けることとなる。

公定価格

施設型
給付

 （地方単独費用部分）

  「公定価格」と「国庫負担対象額」の差額、
  地域の実情等を参酌して市町村が定める額

教育（１号）認定の子どもに係る給付費 保育（２・３号）認定の子どもに係る給付費

 利用者負担（応能負担）
  国の基準を限度として、保護者世帯の所得等
  を勘案して市町村が定める額

 利用者負担（応能負担）
  国の基準を限度として、保護者世帯の所得等
  を勘案して市町村が定める額

施設型給付

地域型保育給付

国庫負担対象額

 （全国統一費用部分）

　

市町村負担＋ 都道府県補助

【市町村：都道府県＝1：1】

【国：都道府県：市町村＝2：1：1】

従来の私学助成の国

庫負担額、保護者負

担、所在地域等を勘案

して国が設定した基準

により算定した額

（公定価格に対する

一定割合により設定）

教育・保育に通常要す

る費用の額を勘案して

設定

【国：都道府県：市町村＝2：1：1】

６



【参考】教育標準時間認定の子どもに係る施設型給付の構造

● 教育標準時間（１号）認定の子どもに係る施設型給付については、私立幼稚園に係る
従来の国・地方の費用負担の状況などを踏まえ、当分の間、全国統一費用部分と地方単独
費用部分を組み合わせて施設型給付として一体的に支給される。

 （全国統一費用部分）

　

施設型給付

地域型保育給付

施設型
給付

教育（１号）認定の子どもに係る給付費 保育（２・３号）認定の子どもに係る給付費

 （地方単独費用部分）

  「公定価格」と「国庫負担対象額」の差額、
  地域の実情等を参酌して市町村が定める額

公定価格

国庫負担対象額

市町村負担＋ 都道府県補助

【市町村：都道府県＝1：1】

【国：都道府県：市町村＝2：1：1】

従来の私学助成の国

庫負担額、保護者負

担、所在地域等を勘案

して国が設定した基準

により算定した額

（公定価格に対する

一定割合により設定）

教育・保育に通常要す

る費用の額を勘案して

設定

【国：都道府県：市町村＝2：1：1】

【R7】全国統一費用部分：地方単独費用部分＝74.0％：26.0％（㉗72.5%：27.5%）
７

※国資料を一部加工



【参考】公定価格の骨格について

● 幼稚園、保育所、認定こども園の認可基準等を基に、新制度施行前から行われていた
私学助成・保育所運営費等により実施している施設等の運営の実態等を踏まえた上で、

「質の向上」を反映した公定価格の骨格が設定された。

８

※下線部分が「質の向上」による事項

【例】

(21区分等)

※国資料を一部加工



【参考】利用者負担（保育料）について

● 新制度における利用者負担については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して
国が定める水準を限度として、実施主体である市町村が定めることとされている。

● 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施され、幼稚園、保育所、認定こども園、
地域型保育を利用する３歳から５歳までの全ての子どもと、０歳から２歳までの子どもの
うち、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料化された。
（※幼稚園は上限額25,700円）

● すべての子どもに質の高い幼児教育を保障し、幼児教育に係る保護者負担を軽減するた
め、段階的無償化の取り組みが行われてきた。

平成27年度
・市町村民税非課税世帯のひとり親世帯等について無償化。
・年収330万円未満のひとり親世帯等について月額1,000円を軽減。

平成28年度
・年収約360万円未満の多子世帯について、多子計算に係る年齢制限を撤廃し、第２子の利用者負担を半額、
第３子以降を無償化。

・年収約360万円未満のひとり親世帯等への優遇措置を拡充し、第１子を半額、第２子以降を無償化。

平成29年度
・市町村民税非課税世帯の多子世帯について第２子を無償化。
・年収約360万円未満世帯のひとり親世帯等の第1子分を軽減。
・年収約360万円未満世帯の１号認定子どもを軽減。

平成30年度 ・年収約360万円未満世帯の１号認定子どもを更に軽減。

令和元年10月 ・３歳から５歳まで全ての子ども及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもについて無償化。
９
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○ 幼児教育・保育の無償化の創設について

①「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月8日閣議決定）
・3～5歳までの全ての子ども、0～2歳までの住民税非課税世帯の子どもを無償化
することを決定。

②「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年6月15日閣議決定）
・保育の必要性があるが認可保育所や認定こども園を利用できていない者がいるこ
とから、対象者の認可外保育施設の利用料を無償化することを決定。

・令和元年10月からの全面的な無償化措置の実施を目指す。

③「幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針」
・無償化に係る国、都道府県・市町村の負担割合が決定。
・施設型給付・地域型保育給付 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
公立施設は市町村10/10

・幼稚園（未移行）、認可外保育施設、預かり保育等 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

④「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」（令和元年10月1日施行）

・①～③を踏まえ、無償化に係る給付である子育てのための施設等利用給付を創設。

平成30年12月28日
関係閣僚合意

12
※国資料を一部加工
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【参考】保育の必要性の認定事由に該当する子ども

14

年齢区分

保育所

認定こども園

地域型保育

幼 稚 園 認可外保育施設等

（保育の必要性のあ

る子ども）施設型給付 私学助成

０～２歳児
住民税非課税世帯

のみ無償化
－ －

住民税非課税世帯のみ

上限額 42,000円

３～５歳児 無 償 化 無 償 化 上限額 25,700円 上限額 37,000円

認可外保育
施設等の範囲

認可外保育施設（指導監督基準を満たすもの。）、
一時預かり事業、ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業、病児保育事業
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、
認可外の事業所内保育等を指す。

【 就学前の障害児の発達支援 】

障害児通園・入所施設を利用する３～５歳児の利用者負担を無償化

＜対象サービス＞
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、
医療型障害児入所施設
※幼稚園、保育所、認定こども園等と上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象

※上限額は月額
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最近の国の主な動向について（保育関係）
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※国資料を
一部加工
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愛知県実施予定自治体

名古屋市、春日井市、豊川市、

大府市、扶桑町、美浜町

※国資料を一部加工


